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目的

本日のセミナーでは、
①県内で温室効果ガス排出量が多い業種を対象とし、
②温室効果ガス排出削減に向け、以下を紹介します。

・業種別の特徴
・全業種に共通的な削減対策
・業種特有の背景を踏まえた削減対策

そして、参加者の皆様が、
温室効果ガス排出削減に向けた取組を始める
きっかけ・参考になることを目的としています。
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1.1 温室効果ガスとは

1.2 なぜ温室効果ガスの排出削減なのか

１. はじめに



1.1 温室効果ガスとは

太陽の光は、地球の大気を通過し、地表面を暖めます。

暖まった地表面は、熱を赤外線として宇宙空間へ放射しますが、
温室効果ガスを含む大気により、その熱の一部が吸収されます。
代表的な温室効果ガスは二酸化炭素（CO2）です。

二酸化炭素は、石炭・石油・ガス等の化石燃料の燃焼に伴い多く排出
されます。
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１. はじめに

熱放射

温室効果ガスは、地球温暖化や気候危機の原因とされています。

そのため、温室効果ガスの排出量をゼロとする
脱炭素化の流れが世界的に加速しています。



1.2 なぜ温室効果ガスの排出削減なのか 【国内外の動向】

１. はじめに
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地域 動向

世界
（2015年）

パリ協定※で、産業革命後の気温上昇を2℃より十分に下回るよう
抑え、1.5℃までに制限する努力を継続することを目標とした。

※ COP21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）で採択された協定

日本
（2020年）

国の温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロとするいわゆる
カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、総理大臣が
宣言した。

岐阜県
（2020年）

2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする
「脱炭素社会ぎふ」の実現を目指すことを、知事が表明した。

岐阜県
（2021年）

「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画～脱炭素社会ぎふの
実現と気候変動への適応～」 を策定した。

岐阜県
（2023年）

国の温室効果ガス排出削減目標が見直されたことを受け、温室効果
ガス排出削減目標の見直しを含め、2023年（令和5年）3月に計画の
改訂を行った。



１. はじめに

7

岐阜県は、温室効果ガスを2030年度までに2013年度比48％削減することを
目標としています。

さらに、2050年には排出量実質ゼロを目指すとしています。

出典）「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画 改訂計画 概要版」（2023年3月 岐阜県

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/344394.pdf （最終アクセス 2024年5月） ）

2023年（R5年）
3月改訂

1.2 なぜ温室効果ガスの排出削減なのか 【岐阜県】



岐阜県は温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策を進めています。
産業部門、業務部門、運輸部門に共通する取組には省エネがあり、
施策には岐阜県温室効果ガス排出削減計画等評価制度等があります。

【産業部門】

（工場等）

【業務部門】

（サービス・事務所等）

【運輸部門】 【家庭部門】

各主体

に求め

る取組

・省エネ性能の高い設備、

機器等の導入

・エネルギーの転換 等

・建築物等の省エネ化

・再生可能エネルギーの

導入 等

・次世代自動車の導入

・燃費改善（省エネ） 等

・地球温暖化対策に

資する行動の選択

・省エネ住宅の建築 等

エネルギーの面的利用、低炭素製品への転換、緑のカーテン、廃棄物の削減 等

岐阜県

の施策

再生可能エネルギーの

導入、利用の促進 等

建築物等の省エネ化、

テレワークの推進 等

次世代自動車の導入の

促進 等

・県民向けの普及啓発、

環境学習の推進

・地球温暖化防止活動を

担う人材育成 等
・岐阜県温室効果ガス排出削減計画等評価制度を活用した助言指導

・優良事業者の公表 等

・脱炭素に関する様々な情報提供、シンポジウムなどによる普及啓発

・地域特性を活かした再生可能エネルギーの導入

・エネルギー回収型廃棄物処理施設の整備の促進 等

1.2 なぜ温室効果ガスの排出削減なのか 【岐阜県】

１. はじめに
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出典） 「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画 改訂計画 本編」（2023年3月 岐阜県

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/346009.pdf （最終アクセス 2024年5月）） を基に作成。



1.2 なぜ温室効果ガスの排出削減なのか 【市場からの要求】

１. はじめに
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これら企業と取引のある、中小企業にも脱炭素化を求められることが
増えています。

グローバル企業を中心に、脱炭素経営に向けた取組が広がっています。
脱炭素経営では、原料調達、流通、廃棄段階までのサプライチェーンの
排出削減も対象にしています。

↓ したがって

金融機関や投資家が、融資・投資先の基準に地球温暖化対策の視点を
加えています。

↓ このため



2.1 産業分類

2.2 エネルギー消費の状況

2.3 設備等の特徴

２. 業種別の特徴
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日本標準産業分類では「医療、福祉」は、下表のように分類されます。

２. 業種別の特徴

2.1 産業分類

出典） 「総務省統計局 HP 日本標準産業分類」（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm （最終アクセス 2024年5月）） を基に作成。

大分類名 中分類名 小分類名（一部抜粋）

P
医療、福祉

83 医療業

831 病院

832 一般診療所

833 歯科診療所

834 助産・看護業

84 保健衛生

85 社会保険・社会福祉・介護事業

853 児童福祉業

8531 保育所

854 老人福祉・介護事業

8541 特別養護老人ホーム

8543 通所・短期入所介護事業

8546 有料老人ホーム

855 障害者福祉業

859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業



２. 業種別の特徴

12

2.2 エネルギー消費の状況 1)病院（例）

・水道光熱費は、電力が47％と最も大きくなっています。

・用途別の電力消費比率は、使用時間が長い照明・コンセントと24時間稼働
する空調・換気が大きくなっています。

・病院の部門別エネルギー消費比率は、照明や空調の使用時間が長い病棟
と大電力を消費する放射線機器等がある中央診療が大きくなっています。

出典） 「病院の省エネルギー対策 改定版」 クール・ネット東京 （ https://www.tokyo-co2down.jp/assets/company/seminar/type/text/byoin-02.pdf （最終アクセス 2024年5月））
「病院の省エネルギー対策」 クール・ネット東京 （https://www.tokyo-co2down.jp/assets/company/seminar/type/text/byouin_syouene.pdf （最終アクセス 2024年5月））

水道光熱費の割合

電力
47%

上下水
32%

燃料
21%

用途別
電力消費比率

部門別
エネルギー消費比率



２. 業種別の特徴

13

2.2 エネルギー消費の状況 2)介護施設（例）

・水道光熱費は、電力が51％と最も大きくなっています。燃料や上下水は、
入浴や洗濯のための給湯・給水需要が大きいと考えられます。

・用途別の電力消費比率は、使用時間が長い照明設備と24時間稼働する
空調設備が大きくなっています。

水道光熱費の割合

出典） 「介護施設の省エネルギー対策」 クール・ネット東京 （https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2022/03/kaigo.pdf （最終アクセス 2024年5月））

用途別電力消費比率



２. 業種別の特徴
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2.2 エネルギー消費の状況 3)保育施設（例）

・水道光熱費は、電力が48％と最も大きくなっています。
・用途別の電力消費比率は、照明設備と空調設備が大きくなっています。
・用途別の燃料消費比率は、給食の提供等により、厨房設備や給湯需要が
大きくなっています。なお、空調設備が大きいのはGHP（ガスヒートポンプ）
が使用されている場合で、EHPが使用されている場合は比率が下がります。

水道光熱費の割合

出典） 「保育所・幼稚園の省エネルギー対策」 クール・ネット東京 （https://www.tokyo-co2down.jp/assets/company/seminar/type/text/kindergarten.pdf （最終アクセス 2024年5月））

用途別エネルギー消費比率
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2.3 設備等の特徴 1)病院（例）

２. 業種別の特徴

病院の代表的な設備・施設を表に示します。エネルギー消費量が相対的
に大きな設備に〇を、さらに大きい場合に◎を記しています。
効率が悪く、設置台数が多い設備を優先して省エネ対策を実施すること
で大きな削減効果が期待できます。

設備分類 代表的な設備・施設 エネルギー消費量

照明 LED照明 （室内、駐車場外灯、看板） ◎

空調

パッケージエアコン
ヒートポンプチラー
冷温水発生器
エアハンドリングユニット
換気設備

◎

診療機器 放射線機器 （MRI、CT、X線）
〇

（使用時）

熱供給
蒸気ボイラー、温水ボイラー
瞬間湯沸器

〇

厨房 調理機器（ガス・電気）、給湯

その他 事務機器、エレベーター、ポンプ等
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2.3 設備等の特徴 2)介護施設（例）

２. 業種別の特徴

介護施設の代表的な設備・施設を表に示します。エネルギー消費量が相
対的に大きな設備に〇を、さらに大きい場合に◎を記しています。
効率が悪く、設置台数が多い設備を優先して省エネ対策を実施すること
で大きな削減効果が期待できます。

設備分類 代表的な設備・施設 エネルギー消費量

照明 LED照明 （室内、駐車場外灯、看板） ◎

空調

パッケージエアコン

ヒートポンプチラー

エアハンドリングユニット

換気設備

◎

熱供給
蒸気ボイラー、温水ボイラー

瞬間湯沸器
〇

厨房 調理機器（ガス・電気）、給湯

その他 事務機器、エレベーター、ポンプ等
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2.3 設備等の特徴 3)保育施設（例）

２. 業種別の特徴

保育施設の代表的な設備・施設を表に示します。エネルギー消費量が相
対的に大きな設備に〇を、さらに大きい場合に◎を記しています。
効率が悪く、設置台数が多い設備を優先して省エネ対策を実施すること
で大きな削減効果が期待できます。

設備分類 代表的な設備・施設 エネルギー消費量

照明 LED照明 ◎

空調

パッケージエアコン

ヒートポンプチラー

換気設備

◎

熱供給 瞬間湯沸器

厨房 調理機器（ガス・電気）、給湯

その他 事務機器、エレベーター、ポンプ等



3.1 ステップの概要

3.2 各ステップのイメージ

３. 温室効果ガス排出削減のステップ
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３. 温室効果ガス排出削減のステップ

① 省エネ
➢ 運用改善対策によるエネルギー消費削減
➢ 高効率設備導入などによるエネルギー消費削減

② 電化
➢ 熱源のヒートポンプ化
➢ 厨房機器の電化

③ エネルギーの脱炭素化
➢ 太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入
➢ 再エネ由来や低炭素の電力の使用

（排出係数0.45kg-CO2/kWh⇒ 0.25kg-CO2/kWh ⇒0.0kg-CO2/kWh）
➢ 燃料転換（A重油⇒ＬＰＧ⇒都市ガス⇒水素・バイオマス）

④ カーボンオフセット
➢ クレジット・再エネ証書の購入

3.1 ステップの概要
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３. 温室効果ガス排出削減のステップ

出典）「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料Ver1.0」
（2021年3月 環境省 https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/jitsugenhousaku.pdf （最終アクセス 2024年5月））

電気

燃料

排
出
量

電気

燃料

電気

燃料
燃料

① ② ③ ④現状

① 省エネ

② 電化
（ヒートポンプ・
厨房機器の電化）

④ カーボンオフセット
（クレジット等の購入）電気

現状

③ エネルギーの脱炭素化
（再エネ導入・燃料転換等）

温室効果ガス削減のステップ

3.2 各ステップのイメージ

次のページからのテーマ



4.1 はじめに取り組むこと（各業種で共通）

4.2 推進体制の整備

4.3 計測及び記録

4.4 保守及び点検

4.5 エネルギーの使用に関するデータの管理

４. 省エネに向けた体制づくり・管理について



温室効果ガス排出削減方法

省エネ 運用による対策

1.推進体制の整備

2.計測及び記録

3.エネルギーの使用に関するデータ管理

4.保守及び点検

5.燃料の選択
燃料転換※1

再生可能エネルギーの導入※2

設備の管理※1

設備導入による対策※1

クレジット制度の活用※2

22

出典) 「岐阜県温室効果ガス排出削減計画等評価制度ガイドブック」

（2022年4月 岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/345344.pdf （最終アクセス 2024年5月））を基に作成。

注） ※1 ：「5.省エネ対策について」を参照

※2 ：「8. 参考情報」を参照

4.1 はじめに取り組むこと（各業種で共通）

省エネは、「岐阜県温室効果ガス排出削減計画等評価制度ガイドブック」
（令和４年４月 岐阜県）に記載された、温室効果ガス排出削減方法です。
うち、赤枠内は、費用を伴わずに取り組める省エネ対策となります（人的
リソースや経営資源に限りのある中小企業でも取り組みやすい対策です）。

４. 省エネに向けた体制づくり・管理について



【内容】

➢ 環境マネジメントシステム又はこれに準じたシステムの導入に努める。

➢ 地球温暖化対策推進責任者を設置する。

➢ マニュアルの作成及び社内研修体制の整備を行う。

➢ 定期的に地球温暖化対策に関する研修、教育などを行う。

2階担当者

代表者（社長等）

統括責任者
（役員クラス）

本社リーダー

X拠点リーダー

管理者

補佐

A職場担当者

B職場担当者

1階担当者

全社委員会

本社委員会

X拠点委員会

4.2 推進体制の整備
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推進体制の例
【ポイント】

➢ 環境マネジメントシステムの導入
ISO14001、エコアクション２１等を導入する。

➢ 責任者の設置
温室効果ガス排出削減の投資意思決定が
できる者（役員クラスを想定）とする。

➢ マニュアルの作成
地球温暖化対策を推進するための方針、
統括責任者、管理者、担当者の役割分担、
目標管理の方法等のマニュアルを整備する。

➢ 研修等の実施
年1回以上実施する。

４. 省エネに向けた体制づくり・管理について
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4.3 計測及び記録 【管理標準の整備】

【ポイント】

➢ 管理標準は
工場等におけるエネルギーの
使用の合理化に関する事業者
の判断の基準（令和3年3月31
日経済産業省告示第 69 号）
を参考に、主要設備（主として
エネルギーを消費する設備）
毎に作成する。

４. 省エネに向けた体制づくり・管理について

【内容】

➢ 主要設備の管理標準※を設定し、これに基づき運転管理、計測・記録、
保守・点検を行い、設備を適切に管理し、エネルギー使用の合理化を
図る。
※エネルギー使用設備の管理要領

（運転管理、計測・記録、保守・点検）を
定めた「管理マニュアル」のこと。

給湯設備管理標準

出典） 「ホテルの管理標準事例」 （2010年1月 一般財団法人省エネルギーセンター
https://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/doc/hotel.pdf (最終アクセス 2024年5月））

管理標準の例（抜粋）



【内容】

➢ 設定した管理標準に基づき、定期的に保守・点検を行い、記録する。

➢ これにより設備を良好な状態に維持する。

4.4 保守及び点検

25

給湯設備管理標準

管理標準の例（抜粋）

【ポイント】

➢ 設備管理台帳に保守・点検
結果を記録する。

➢ 修繕費用も記録すると良い。

➢ 補修頻度や修繕費用、交換
部品の有無等を更新時期の
判断資料とする。

４. 省エネに向けた体制づくり・管理について

出典） 「ホテルの管理標準事例」 （2010年1月 一般財団法人省エネルギーセンター
https://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/doc/hotel.pdf (最終アクセス 2024年5月））



【内容】

➢ エネルギー使用量を定期的に計測・記録して把握し、過去の実績と比較
する等により消費動向等を分析して管理する。

➢ エネルギー使用量の変化から機器や設備の性能劣化進行状況を把握し、
設備の更新時期等の判断材料とする。
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4.5 エネルギーの使用に関するデータの管理

出典） 「岐阜県温室効果ガス排出削減計画等評価制度ガイドブック」（2022年4月

岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/345344.pdf

（最終アクセス 2024年5月））

エネルギーの使用に関するデータ管理の例
【ポイント】

➢ エネルギー使用量を設備別、工程別
等で把握する。
エネルギー使用量が大きい設備を
優先的に管理する。
事業所内エネルギー使用量の80％
以上をカバーすることが望ましい。

➢ 設備毎に、保守状況・故障履歴・運転
時間等を把握し、劣化進行状況等を
判断する。

４. 省エネに向けた体制づくり・管理について
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4.5 エネルギーの使用に関するデータの管理 【見える化】

電力消費量の「見える化」の例

【内容】

➢ データ管理の過程で得られた情報を、表やグラフにして視覚的に分かり
やすくする。

➢ 見える化した情報は社内に公開して共有する。

➢ 見える化した情報を、課題の発見、対策効果の評価等に活用する。

【ポイント】

➢ 数字だけを並べた表は、変化が
分かりにくい。

➢ グラフ化することで、変化が分かり
やすくなる。

➢ ４～11月の全てで削減できている
こと、目標達成に向かっていること
が分かる。
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前
年
同
月
比

電
力
消
費
量

（月）

2021年度 2022年度 前年同月比

(ｋWh) (%)

目標

電力消費量実績 (kWh)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2021年度 35,000 28,000 27,800 35,500 45,500 46,500 35,500 26,500 27,500 30,500 36,000 34,500

2022年度 28,900 19,500 20,000 25,900 32,000 35,000 25,500 20,500

前年同月比 83% 70% 72% 73% 70% 75% 72%

分かりにくい

分かりやすい

４. 省エネに向けた体制づくり・管理について



4.5 エネルギーの使用に関するデータの管理 【見える化】

・BEMS※データ等

主要設備に取り付けられたセンサで、電力・温度・流量等を
一定時間毎に計測・記録したもの。

28

・クランプメータでの実測
短時間の簡易計測で使用できる。

・設備の銘板・カタログの定格値
年間消費電力＝定格消費電力×年間稼働時間

設備名、定格容量、年間稼働時間、導入時期のリスト作成から始める。
（固定資産台帳、設備管理台帳等から作成）

ゼロからのスタートなら

「見える化」に必要なデータの取得方法について

※：Building and Energy Management System（ビル･エネルギー管理システム）

４. 省エネに向けた体制づくり・管理について



4.5 エネルギーの使用に関するデータの管理 【見える化】

省エネ対策をリストに整理して見える化することで、対策実施の優先順位を
判断しやすくなる。

29

消費設備 消費率 テーマ 効果
容易さ

（コスト含む）
更新
時期

対策 判断

ボイラー 35%

蒸気配管の保温 10% △ 導入

空気比の改善 7% ○ 運用 ◎

長期間使用しない配管の閉栓 3% ○ 運用 ◎

設備更新 30% × 更新

空調 30%
温度設定の見直し 10% ○ 運用 ◎

外気冷房 8% △ 運用

照明 15%
適正消灯 5% ○ 運用 ◎

LED化 20% △ ○ 更新 ◎

ポンプ・
ファン

10%
不要時の停止 3% ○ 運用 ◎

インバータ化 20% △ 導入

その他 10% - - - - - -

対策の優先度を決める表（例）

４. 省エネに向けた体制づくり・管理について



4.5 エネルギーの使用に関するデータの管理 【見える化】

30

注）各測定対象のエネルギー消費量を可能な限り実測し省エネ対策と関連付けて

分析すると良い

➢ 2015～2017年度に実施した
対策の効果を推計した。

➢ 効果の積算は▲25であるが、
事業所全体の実績は▲20であり、
差（不明：＋５）が生じた。

➢ この差の理由を分析することで、
次の課題の発見につながる。

95
ﾎﾟﾝﾌﾟ -5

ポンプ 照明 -5
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-10 75   
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2015年度 2017年度

 ﾝ    化
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ＬＥＤ導入

200台

ＧＨＰ更新

3台
OA節電  ﾄ 

150台

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

????

想定される差の発生理由（例）

・想定外の待機電力の増加
・気温上昇による空調負荷の増加
・照明消し忘れ増加による削減効果

減少 等

見える化を進めることで次の課題の発見につながる。

４. 省エネに向けた体制づくり・管理について



5.1 省エネによるコスト削減効果

5.2 高効率機器導入・エネルギー源転換による削減効果

5.3 省エネ対策・CO2削減対策

５. 省エネ対策等について



例えば、自社の利益率が 5％の場合、
月5万円の省エネをすると、年間60万円のコスト削減となり、
毎年60万円の現金（省エネにより生じた利益）が残る。

32

5.1 省エネによるコスト削減効果

省エネは自社の利益を継続的に増やす効果がある

言い換えると
月5万円の省エネは、年間1,200万円の売上が毎年続くのと同じ。
継続的に顧客を獲得するのと同じ効果がある。

60万円の利益を売上で創出しようとすると、
年間1,200万円の追加売上が必要になる。
1,200万円×5％ = 60万円（60万円÷5％=1,200万円）

材料費・人件費・営業費 等

材料費・人件費・営業費 等

売上

対策後

対策前 電気・ガス代 利益

電気・ガス代 利益
省エネ（支払額削減）

５. 省エネ対策等について



5.2 高効率機器導入・エネルギー源転換による削減効果

項目 内 容

問題点 効率の悪い熱源機器を使用
している。顧客から低炭素製品
を求められている。

対策 ➢ 補助金を活用して効率の
良い機器に更新する。

➢ 灯油⇒LPG⇒都市ガス⇒
電気へと、エネルギー源の
低炭素化を進める。

効果 ➢ 熱源を、冷温水発生器⇒
ヒートポンプに変えること
で、コストとCO2排出削減
が期待できる。

➢ 熱発生量あたりのコストは、
機器の効率と各エネルギー
源の単価に左右される。

33

注1） グラフは、一定条件での試算例である。
注2） コストはランニングコストである。
注3） 高温・高圧の蒸気は、現状ではボイラー以外では生産できない。

５. 省エネ対策等について



【参考資料】 各種熱源の性能、エネルギー単価 等
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➢ COP（成績係数） ＝ 生産した冷温水の熱量 ÷ 投入したエネルギー（燃料＋電力）

➢ APFp（期間生成係数）＝実使用に近い条件 で1年間の運転した際のCOP

➢ 性能は今後も改善する。エネルギー単価は世界情勢の影響を受けて変化する。

５. 省エネ対策等について

各種熱源の性能

熱源の種類
エネルギー

種類
COP APFP

吸収式冷温水発生器 灯油 1.5

吸収式冷温水発生器 LPG 1.5

吸収式冷温水発生器 都市ガス 1.5

空冷ガスヒートポンプ 都市ガス 2.1

空冷電気式ヒートポンプ 電力 6.0

エネルギー単価（2023年4月時点参考）

灯油 111円/L

LPG 159円/kg

都市ガス 150円/m3

電力 25円/kWh



項目 内 容

問題点 自らのエネルギー消費量を、他の病院と比べたことが無い。

対策 同規模、同機能の他病院と比較する。（参考：下図）

効果 他病院より明らかに多い場合、省エネできる可能性が高いことが分かる。
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５. 省エネ対策等について

5.3 省エネ対策・CO2削減対策
1)病院 ①他の病院との比較（最初の一歩）

出典） 「病院の省エネルギー」(一財)省エネルギーセンター
（https://www.eccj.or.jp/hospital/img/hospital2.pdf
（最終アクセス 2024年5月）

➢ 病院毎に、規模、有する設備、利
用者数が異なるので、一律の比較
は難しいと考える担当者が多い。

➢ しかし、データを収集してグラフ化
すると左の図のように一定の関係
が見られる。

➢ 図に、自院のデータを示すことで、
他院との相対比較ができる。

➢ エネルギー消費量が明らかに多い
場合、省エネできる可能性が高い。
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1)病院 ②エネルギー消費の見える化

５. 省エネ対策等について

項目 内 容

問題点 計測・記録しているエネルギー消費量データが活用されていない。

対策 情報を見える化し、空調、照明等のデータ分析に活用する。

効果 見える化することで、省エネの課題が見えてくることが多い。

➢ 図Aは、病院の毎日の電力使
用量を２年分プロットしたもの
である。①：夏冬の差、②：19
年と20年の夏の消費量の差、
③平日と休日の差が分かる。

➢ 図Bは、気象庁から入手した
気温データである。

A B

➢ 図Cは、図Aと図Bを組み合わせて、気温と電力使用量の関係
をプロットしたものである。

➢ ④：気温変化と空調消費電力変化の関係(S)、⑤平日と休日
の差（外来関連消費電力増分）、⑥年間を通じたベース電力
消費（照明、事務機器、換気等）が分かる。例えば、空調機器
の高効率化により④を減らすことができることが分かる。

C
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1)病院 ③エネルギー供給の一括契約

５. 省エネ対策等について

項目 内 容

問題点 エネルギー価格が高騰している。空調に対応するGHP、EHP、コジェネシ
ステムの運用方法に制約が多い。

対策 電気、ガスの一括契約により、使用量制約を減らし、使用機器の最適組
み合わせ運転により、トータルのエネルギーコストを削減する。

効果 エネルギーコスト、CO2排出量の削減に繋がる。

➢ 学校法人 藤田学園 藤田医科大学では、
電気・ガスの調達方法の見直しを行い、
エネルギー供給の一括契約（包括契約）
を実施し、電気とガス機器の最適化運転
をエネルギー情勢や負荷状況のチューニ
ングに合わせて切替られるようにすること
で、光熱費の大幅なコストダウンを達成し
たと報告しています。

出典） 令和2年度 省エネ診断・技術事例発表会 発表資料
「省エネ診断を活用したエネルギー削減と、電気・ガスのベストミックス
による運営改善について」（学校法人藤田学園）
(一財)省エネルギーセンター
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５. 省エネ対策等について

1)病院 ④中央診療部門の省エネ対策

➢ 洗浄温度を見直し、洗浄作業は効率的に行う。

➢ 室内湿度以上の乾燥は無駄になるので、効率良い乾燥をする。

➢ オートクレーブの外筒は十分に予熱する。

➢ オートクレーブの点検・清掃を定期的に行う。

➢ 非使用時の手術室の正圧制御は必要最低限の圧力設定にする。

➢ 夜間、休日の非稼働医療機器の電源は、可能な限り停止する。

➢ 廃棄物保管庫のドアの気密を保ち、冷房換気設備の運転時間短縮に努める。

項目 内 容

問題点 エネルギー消費が多い。MRI等夜間も電源を停止できない設備があり、
待機電力が大きい。滅菌用等蒸気の消費が多い。

対策 エネルギー使用設備の使用について、例えば、下表に示す項目等に
ついて管理ルールを定めて無駄をなくす。

効果 ベース負荷の削減に繋がる。

出典） 「病院の省エネルギー」(一財)省エネルギーセンター （https://www.eccj.or.jp/hospital/img/hospital2.pdf （最終アクセス 2024年4月））
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５. 省エネ対策等について

1)病院 ⑤蒸気配管の保温、蒸気圧力適正化

項目 内 容

問題点 オートクレーブ供給蒸気温度（135℃）を確保するために、ボイラーの蒸
気圧力0.4MPa（ゲージ圧）、蒸気温度152℃に設定している。

対策 蒸気配管や弁の保温を強化して蒸気温度低下を抑制した上で、蒸気圧
力0.3MPa（ゲージ圧）、蒸気温度144℃に下げた。

効果 燃料費削減932万円/年、CO2排出削減168t-CO2/年。

出典） 「病院の省エネルギー」(一財)省エネルギーセンター （https://www.eccj.or.jp/hospital/img/hospital2.pdf （最終アクセス 2024年4月））

➢ 配管末端での温度低下は、蒸気
使用量が少ないときに大きい。

➢ 対策は以下の２段階で実施した。

【計算条件】
対策前の燃料消費量 700,000Nm3/年
燃料消費量削減効果 10.4％（①10％、②0.4％）
都市ガス 単価 128円/Nm3

CO2排出係数 2.31 kg-CO2/Nm3

【計算結果】
燃料消費量削減量

700,000Nm3/年×10.4％＝72,800Nm3/年

燃料費削減効果 932万円/年
CO2排出削減効果 168t-CO2/年

①蒸気配管の断熱強化
蒸気配管、バルブ、フランジ等に断熱材
を取り付け、熱損失による蒸気温度低下
を抑制する。

②蒸気圧力低減
蒸気圧力を0.4MPaから0.3MPaに下げる。

➢ 蒸気使用量が少ない場合でも末端
での蒸気温度135℃以上を確保し
つつ燃料消費量を削減できた。

効果試算



2)介護施設 ①運用改善対策の例

40

５. 省エネ対策等について

➢ 一般財団法人 省エネルギーセンターが実施した省エネルギー診断で提案した、提案項目、
提案した施設の割合、提案した対策の効果等を表に示します。

➢ この中で、空調設備の点検・清掃、空調設定温度の適正化の省エネ率が大きくなっており、
もし実施していない場合には、優先的に実施すべき対策です。

出典） 「介護施設の省エネルギー対策」 クール・ネット東京 （https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2022/03/kaigo.pdf （最終アクセス 2024年4月））を基に作成。

提案項目
提案施設の

割合(％)

提案実施 施設当たり

平均省エネ率
(％)

平均削減額
(千円/年)

平均CO2削減量
(t-CO2/年)

空調設備の点検・清掃 100 2.93 294 8.45

空調設定温度の適正化 92 2.78 271 7.72

その他 (暖房便座の節電機能の活用) 46 0.41 70 2.00

待機電力の削減 38 0.08 7 0.20

省エネ型自動販売機の採用 31 0.16 31 0.91
全熱交換器の運転改善 15 0.36 29 0.87

照度の適正化 15 0.13 12 0.34
換気運転の見直し 8 0.31 35 1.13

空調運転時間の見直し 8 0.14 20 0.56
冷蔵・冷凍設備設定温度の見直し 8 0.03 2 0.05

その他(PCディスプレイの輝度調整) 8 0.05 7 0.18
その他 (温水洗浄の節電機能の活用) 8 0.81 54 1.23



2)介護施設 ②運用改善対策の例（空調設定温度の緩和）
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５. 省エネ対策等について

➢ 環境省は、クールビズ・ウォームビズで、冷暖房による室内温度の推奨値を公表しています。

➢ 推奨値では、まだ暑い、寒いと感じる場合は、扇風機の効果的な利用や、上着着用による

体温調節等の対応が考えられます。

➢ 四国にある、平日利用者数約160人の特別養護老人ホームでは、

空調設定温度を夏に１℃、冬に2℃緩和することで、以下の

効果が見込まれています。

出典） 「経営改善につながる省エネ事例集2021年度」 (一財)省エネルギーセンター （https://www.shindan-net.jp/pdf/shindan_jirei2021.pdf （最終アクセス 2024年5月））
「オフィス篇 / COOLBIZ」 環境省 （https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/coolbiz/office/ （最終アクセス 2024年5月））
「ウォームビズとは｜ウォームビズ（WARMBIZ）環境省 （https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/warmbiz/about/ （最終アクセス 2024年5月））

項目 内 容

問題点 冷房設定温度27℃、暖房設定温度22℃であった。

対策 設定温度を緩和し、室温を政府推奨の冷房28℃、暖房20℃とする。

効果 冷暖房に必要なエネルギー費用を削減できる。

年間電力使用量 冷房：49,941kWh 暖房：34,173kWh

電気代削減金額 432千円/年

CO2削減効果 14.7t-CO2/年



2)介護施設 ③設備改善対策の例
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５. 省エネ対策等について

➢ 一般財団法人 省エネルギーセンターが実施した省エネルギー診断で提案した、提案項目、
提案した施設の割合、提案した対策の効果等を表に示します。

➢ 設備改善対策には費用がかかるため、対策効果の大きさだけでなく、費用対効果を見極めて
対応する必要があります。

出典） 「介護施設の省エネルギー対策」 クール・ネット東京 （https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2022/03/kaigo.pdf （最終アクセス 2024年4月））を基に作成。

提案項目
提案施設の

割合(％)

提案実施 施設当たり

平均省エネ率
(％)

平均削減額
(千円/年)

平均CO2削減量
(t-CO2/年)

高効率照明器具の導入 (LED) 54 6.93 840 24.7

太陽光発電システムの導入 46 3.75 328 10.1

デマンド監視装置の導入 31 － 169 0.0

高効率全熱交換器の導入 23 1.60 169 4.8

その他 (節水シャワーヘッドへの更新) 15 0.37 197 1.4

高効率給湯設備の導入 8 0.53 241 8.2

インバータ制御の導入 8 1.28 181 4.9

BEMSの導入 8 2.01 335 10.9



2)介護施設 ④設備改善対策の例（高効率給湯器の導入）
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５. 省エネ対策等について

項目 内 容

問題点 ガス給湯器が高効率でない。LPG価格が高騰している。

対策 ガス給湯器を休止し、高効率エコキュートを導入する。

効果 給湯に係る燃料費及びCO2排出削減が期待できる。

➢ 電気式ヒートポンプで駆動するエコキュートは、ガス給湯器に比べ、エネルギー効率が高い
ので、エネルギー消費量を削減できます。

➢ 四国にある、平日利用者数約160人の特別養護老人ホームでは、
ガス給湯器(LPG)からエコキュート(電気)に更新することで、以下の
効果が見込まれています。

出典） 「経営改善につながる省エネ事例集2021年度」 (一財)省エネルギーセンター （https://www.shindan-net.jp/pdf/shindan_jirei2021.pdf （最終アクセス 2024年4月））

【計算条件】
ガス給湯器：LPG使用量2,565 kg/年、熱効率80％、LPG単位発熱量50.8 MJ/kg
エコキュート：効率(COP)3、単位変換係数3.6 MJ/kWh

【計算結果】
給湯の熱需要 2,565kg/年×80％×50.8MJ/kg＝104,242 MJ/年
⇒エコキュートの電気使用量 104,242 MJ/年÷3÷3.6MJ/kWh＝9,652kWh

燃料費削減 2,565×160－9,652×25＝169.1千円/年（投資回収5.9年）

CO2排出削減効果 2,565×2.99-9,652×0.429＝3.5t-CO2/年

効果試算

※エネルギー単価 LPG 160 円/kg、電気 25 円/kWh、

排出係数 LPG 2.99kg-CO2/kg、電気 0.429kg-CO2/kWh、

投資金額1,000千円として試算



3)保育施設 ①実施している省エネルギー対策の例
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５. 省エネ対策等について

出典） 「保育所・幼稚園の省エネルギー対策」 クール・ネット東京 （https://www.tokyo-co2down.jp/assets/company/seminar/type/text/kindergarten.pdf （最終アクセス 2024年4月））

➢ 東京都内の保育所へのアンケート結果です（集計件数：80件、複数回答あり）。

➢ エネルギーを多く使用する空調や照明の対策が良く出来ています。

➢ 一部の施設では、さらなる改善に向け、電気使用量の前年度比較や、設備の使い方に
関するルール作りがされています。
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５. 省エネ対策等について

項目 内 容

問題点 保育室では日中の明るい時間帯にも照明を点灯していた。

対策 天候が良く、充分な日照が得られる日には、窓際の照明を消灯する。

効果 照明に係る電気代及びCO2排出を削減できる。

出典） 「保育所・幼稚園の省エネルギー対策」 クール・ネット東京 https://www.tokyo-co2down.jp/assets/company/seminar/type/text/kindergarten.pdf （最終アクセス 2024年4月）

➢ 保育室（３室）には、LED照明(26W)が36台（12台/室×３室）設置
されている。

➢ 充分な日照が得られる場合には、窓側の照明（12台）を消灯する。

3)保育施設 ②日中の窓際照明の消灯

【計算条件】
照明容量 26W 消灯台数 12台
消灯時間 6h/日 開所日数 260日/年
電気の単価 25円/kWh 電気のCO2排出係数 0.429kg-CO2/kWh

【計算結果】

電気使用量削減量
26W×12台×6h/日×260日/年÷1,000＝486.72kWh/年

電気代削減効果 25円/kWh×486.72kWh/年＝12,168円/年

CO2排出削減効果 0.429×486.72＝208.8kg-CO2/年

照明の電気使用量
約18％削減
（開所時間11h/日の場合）

効果試算



3)保育施設 ③導入している設備の例
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５. 省エネ対策等について

出典） 「保育所・幼稚園の省エネルギー対策」 クール・ネット東京 (https://www.tokyo-co2down.jp/assets/company/seminar/type/text/kindergarten.pdf （最終アクセス 2024年4月）)

➢ 東京都内の保育所へのアンケート結果です（集計件数：80件、複数回答あり）。

➢ エネルギーを多く使用する厨房設備や給湯設備の対策がポイントになります。

➢ 床暖房の導入率が高いことが特徴で、運用改善による省エネ対策が効果的です。

➢ LED照明の導入は進んでいますが、1/3の施設では導入が進んでいません。

➢ 今後は、再生可能エネルギー設備（太陽光等）の導入が進む可能性があります。



項目 内 容

問題点 電気代が高騰している。

対策 10kWの太陽光発電設備を導入し、自家消費する。

効果 電気代削減315千円/年、CO2排出削減4,604kg-CO2/年。

➢ 保育園の屋根に太陽光発電
設備（容量10kW）を設置した。

➢ 保育園では、昼間の電気需要
が大きいので、購入電力を大
幅に削減できる。

➢ 雨天時には発電しないため、
電力購入の契約は継続し、契
約電力も変えていない。

➢ 蓄電池を導入して夜間の待機
電力を賄うことも考えたが、初
期投資が大きいため導入を見
送り、夜間電力は購入するこ
ととした。

3)保育施設 ④太陽光発電（自家消費）の導入
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５. 省エネ対策等について

出典） 「経営改善につながる省エネ事例集2022」 (一財)省エネルギーセンター （https://www.shindan-net.jp/pdf/shindan_jirei2022.pdf （最終アクセス 2024年4月））

【計算条件】
太陽光発電設備容量 10kW 設備利用率 12%
電気の単価 30円/kWh 排出係数 0.438kg-CO2/kWh
投資金額 2,330千円

【計算結果】

年間発電量（購入電気削減量）
10kW×12％×8,760h/年＝10,512 kWh/年

電気代削減効果
30円/kWh×10,512kWh/年＝315千円/年（投資回収 7.4年）

CO2排出削減効果
0.438kg-CO2/kWh×10,512kWh/年＝4,604kg-CO2/年

効果試算



6.1 岐阜県温室効果ガス排出削減計画等評価制度

6.2 補助事業等の支援策について

６. 事業支援制度
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6.1 岐阜県温室効果ガス排出削減計画等評価制度

【岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例】
一定規模以上の事業者を対象に「温室効果ガス排出削減計画書・実績報告書」の
提出を義務付け評価することで、事業者の自主的かつ積極的な地球温暖化対策
の促進を図っている。《岐阜県温室効果ガス排出削減計画等評価制度》

６. 事業支援制度

➢ 業種別実務セミナーの開催
・各業種特有の課題等に応じた温室効果ガス排出削減に向けた実務セミナーを開催

➢ 事業者への個別支援
・専門家を派遣し、脱炭素経営に関する技術的アドバイスを実施
・計画書作成支援
・専門家による情報提供
（他機関の省エネ診断事業や省エネ設備導入に活用可能な国補助金情報など）

➢ 県制度融資（脱炭素社会推進資金）
・計画書を提出し、評価項目のいずれかでＡの評価を受けた事業者に対する融資

条例の趣旨を踏まえ、
中小排出事業者にも積極的な地球温暖化対策の取組を求めている。

中小排出事業者の地球温暖化対策の取組の一環として、「岐阜県温室効果ガス排出削減
計画等評価制度」への参加を促進するため、以下の支援を行う。
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６. 事業支援制度

6.2 補助事業等の支援策について

➢ 補助金申請は、前年度から準備しておく（事業内容、効果試算、相見積もり）。
➢ 公募説明会には参加する。公募期間が短いことに注意。２次募集があることもある。
➢ 事業開始（発注～）は交付決定通知受領後でなければならない。
➢ ２月末頃までに、試運転・検収・支払いを終え、確定検査を受けなければならない。
➢ 工事業者に先に費用を支払う、補助金受領は確定検査の後になることが多い（一時立て替え）。

SII資料等から作成

項目※ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 次年度以降

○事業内容決定

○効果試算

○相見積もり

◆公募説明会・公募 　　　◆

○申請書作成・交付申請 　　●

◆審査

◆採択決定通知 ◆

○発注 　　●

○設置工事

○試運転

○検収 ●

○支払い      ●

○事業報告書作成・提出 　　　●

◆事業費用確定検査 　　◆

○精算払請求 　　　●

◆補助金受領 　　◆

○年度報告書 ●

○取得財産管理

注）※：○：事業者が主体的に対応する項目、◆：補助事業のイベントを示す。

公募開始前までに、削減効果、予算

を定量化しておくと良い。

2月頃までに事業を完了し

確定検査を受ける

必要がある場合が多い

かかった費用を先払い

確定検査の後費用請求し

補助金が払い込まれる

事業開始（発注～）は

採択決定通知の受領以後

でなければならない。

補助金の受領

次年度以降

も報告必要

●：実施時期 ：準備期間

◆：補助事業のイベント ：実施期間

凡

例

全体スケジュールの例（公募要領の確認必要）
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６. 事業支援制度 （支援策①）
環境省 令和5年度補正予算

【工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業（SHIFT 事業）】
概要 • 2030年度温室効果ガス削減目標達成や、2050年カーボンニュートラル実現に向け、脱炭素化のロールモデルとなる取組を支援

公募期間 • 令和5年度補正予算は、 2024/3/25～2024/5/31 （例年 5月中旬～6月末が多い）

ＵＲＬ
https://shift.env.go.jp/（①CO2削減計画策定支援、②省CO2型設備更新支援）
https://shift.classnk.or.jp/（③企業間連携先進モデル支援）

補助事業 概要 補助率 補助上限

① CO2削減計画策定支援
• 工場 ・ 事業場を保有する中小企業等に対し 、 CO2排出量削減余地

の診断、および、CO2削減計画の策定を支援 3/4 100 万円
[DX型※ は100 万円増額]

②省CO2型設備更新支援
• CO2削減計画に基づく設備更新を支援
• 高効率設備、電化・燃料転換を伴う設備、再エネ設備などが対象

A.標準事業
• 一定割合以上のCO2を削減する計画に基づく設備更新を補助

①工場・事業場単位（年間CO2排出量の削減目標 15% 以上）
②主要システム系統（年間CO2排出量の削減目標 30% 以上）

1/3 1 億円

B.大規模電化 ・燃料
転換事業

• 大規模な電化・燃料転換を伴う設備更新を補助
• 主要なシステム系統で以下のすべて満たす事業

ⅰ)電化・燃料転換、 ⅱ)CO2排出量を 4,000t-CO2/年 以上削減
ⅲ)CO2排出量を 30% 以上削減

1/3 5 億円

C.中小企業事業

• CO2削減量比例型の設備更新補助
• 以下のうちいずれか低い額を補助

ⅰ)年間CO2削減量 × 法定耐用年数 × 7,700 (円)
ⅱ)補助対象経費の1/2

左記の通り 5,000 万円

③企業間連携先進モデル
支援

企業間連携によるサプライチェーン脱炭素化の先導的モデル創出の
ため、代表企業・関係企業が連携して設備更新を実施する事業を支援

中小企業：1/2
中小企業以外：1/3

応募総額：5 億円
１者あたり： 1 億円

※DX型：工場・事業場へDX システム（エネルギー使用量及びCO2 削減対策を提案するために必要なデータを少なくとも１時間ごとに計測・記録できるシステム）を
導入し、そこから得られる計測結果に基づき、きめ細やかな運用改善等を入れた実施計画策定の支援のこと。
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６. 事業支援制度 （支援策②）

概要 • 中小企業等が、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援

公募期間
• 通年で公募を行っている
• 2024/3/27 に締め切られた18次公募以降のスケジュールは未定

ＵＲＬ https://portal.monodukuri-hojo.jp/

申請枠 概要 条件 補助率 補助上限
（従業員数により変動）

省力化（オーダーメイド）枠

• 人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を
活用した専用設備（オーダーメイド設備）の導
入等により、革新的な生産プロセス・サービス
提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに
必要な設備・システム投資等を支援

中小企業：1/2
小規模・再生事業者：2/3

※補助金額1,500万円までは1/2
もしくは2/3、

1,500万円を超える部分は1/3

750万円～8,000万円

製品・サービス高付加価値化枠

通常類型
• 革新的な製品・サービス開発の取組みに必要

な設備・システム投資等を支援

中小企業：1/2
小規模・再生事業者：2/3

新型コロナ回復加速化特例：2/3
750万円 ～ 1,250万円

成長分野進出類型
• 今後成長が見込まれる分野（DX・GX）に資す

る革新的な製品・サービス開発の取組みに必
要な設備・システム投資等を支援

2/3 1,000万円～2,500万円

グローバル枠
• 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取

組みに必要な設備・システム投資等を支援

中小企業：1/2
小規模事業者：2/3

3,000 万円

経済産業省（中小企業庁） 令和5年度補正予算 中小企業生産性革命推進事業

【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）】

【大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例】
補助事業終了後、3～5年で大幅な賃上げに取り組む事業者（給与支給総額を年平均成長率（CAGR）6%以上増加等）に対して、補助上限額を100万円～
2,000万円上乗せ。



【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
製品・サービス高付加価値化枠 成長分野進出類型 GXの要件について】

基本要件
（申請枠共通）

• 以下の要件を全て満たす3～5年の事業計画を策定することが必要
事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年平均成長率（CAGR） 3％以上増加
事業計画期間において、給与支給総額を年平均成長率（CAGR） 1.5 ％以上増加
事業計画期間において、事業場内最低賃金を、地域別最低賃金＋30 円以上の水準とする

製品・サービス
高付加価値化枠

成長分野進出類型
追加要件

（１） 事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高合計額が、企業全体の売上高の10%以上となる事業計画を策定
（２） 以下のどちらかの要件を満たすこと

➀ 【DX】DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること
➁ 【GX】グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げる課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発であること

６. 事業支援制度 （支援策②の補足）
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グリーン成長戦略「実行計画」14分野（成長が期待される14分野）

エネルギー関連産業 輸送・製造関連産業 家庭・オフィス関連産業

➀ 洋上風力・太陽光・地熱産業
（次世代再生可能エネルギー）

導入拡大・

コスト低減
フェーズ

⑫ 住宅・建築物産業・次世代電力
マネジメント産業

実証
フェーズ

② 水素・燃料アンモニア産業

③ 次世代熱エネルギー産業

開発
フェーズ

④ 原子力産業

⑨ 食料・
農林水産業

⑪カーボンリサイクル
・マテリアル産業

⑤ 自動車・
蓄電池産業

➅ 半導体・
情報通信産業

⑦ 船舶産業
⑧物流・人流・

土木インフラ産業

⑩ 航空機産業

足下から2030年、そして2050年にかけて成長分野は拡大

⑬ 資源循環関連産業

⑭ ライフスタイル関連産業
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６. 事業支援制度 （支援策③）
経済産業省 令和5年度補正予算 省エネルギー設備への更新を促進するための補助金

【省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金】

概要
• 機械設計を伴う設備又は事業者の使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備、先進型設備等の導入などにより、工場・

事業場全体で大幅な省エネ化を図る取組や、脱炭素につながる電化・燃料転換を伴う設備更新を支援

公募期間 • 1次公募は2024/4/22で終了、2次公募を2024年5月下旬～6月下旬に予定。（例年 5月中旬～6月末が多い）

ＵＲＬ
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/government/data/package_r5_231110.pdf (省エネ補助金)

https://syouenehojyokin.sii.or.jp/124business/
https://sii.or.jp/koujou05r/uploads/r5h_kj_01_kouboyouryou.pdf (執行団体公募要領)

事業区分 事業要件 補助率 補助上限※（）内は非化石転換時

（Ⅰ）工場・事業場型※

• 工場・事業場全体で、機械設計が伴う設備又は事業者
の使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備、
先進型設備等の導入を支援

• 省エネ効果の要件※（）内は先進要件

① 省エネ率＋非化石割合増加率：10 (30) ％以上
② 省エネ量＋非化石使用量：700 (1,000) kl以上
③ エネルギー消費原単位改善率：7 (15) ％以上

中小企業：1/2
大企業：1/3

先進型設備を導入し、
先進要件のいずれかを

満たす場合

中小企業：2/3
大企業：1/2

単年度
15 億円/年度

（20 億円/年度）

複数
年度

20 億円/事業全体

（30 億円/事業全体）
連携事業や先進要件を満たす場合

30 億円/事業全体

（40 億円/事業全体）

（Ⅱ）電化・脱炭素
燃転型※

• 化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への
転換等、電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う設備等の
導入を支援

• 対象設備は設備単位型（次ページ参照）で指定される
下記設備のみ。

1/2
3 億円/年度

電化の場合

5 億円/年度

（Ⅳ）エネルギー需要
最適化型

• エネマネ事業者等と共同作成した計画によるEMS制御
や高効率設備導入、運用改善による省エネ取組を支援

中小企業：1/2
大企業 ：1/3

1 億円

④高効率コージェネレーション
⑤高性能ボイラ

①産業用ヒートポンプ
②業務用ヒートポンプ
③低炭素工業炉

注 1）※：GX 経済移行債による支援策であるⅠ・Ⅱ類型を申請する事業者には、GX に関する相応のコミットメントを求める （次ページ GX要件を参照）。
2) 省エネ法特定事業者（エネルギー使用量 1,500kl/年以上）が申請する際は、省エネ法定期報告情報の開示制度へ参加宣言していることを要件とする。



GX要件 • 本事業の事業区分（Ⅰ）、（Ⅱ）の申請者は、以下の(1)、(2)の要件を満たすこと。

６. 事業支援制度 （支援策③の補足）
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経済産業省 令和5年度補正予算 省エネルギー設備への更新を促進するための補助金

【省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 GX要件について】

（1）ＧＸ推進への取組に関する要件

• 会社法上の会社（株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社）に該当する法人（民間企業）については、原則、以下のＧＸ推進への
取組の実施について表明する事業者。 ⇒ 公表するフォーマットにて、取組にかかる意思を表明すること。

ＧＸ推進への取組

CO2排出量が20万ｔ以上の民間企業 CO2排出量が20万ｔ未満の民間企業又は中小企業

①

以下、（ⅰ）～（ⅲ）の温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。
（GXリーグに参加する場合には、これらの取組を実施したものとみなす）

（ⅰ） 国内におけるScope1・Scope2に関する排出削減目標を2025年度（当該年度及
び2025年度までの複数年間）・2030年度について設定し、排出実績及び目標達
成に向けた進捗状況について第三者検証を実施し、毎年報告・公表すること。

（ⅱ） （ⅰ）の目標を達成できない場合、Ｊクレジット・JCM等の国内の温室効果ガス排
出削減に貢献する適格クレジットを調達、又は未達理由を報告・公表すること。

（ⅲ） サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施又は計画すること（例：
上流事業者の排出量削減の取組支援、ＣＦＰの表示）。

本事業により見込まれる省エネ効果を含めた省エネ

計画の提出をもって、それに替えることができる。

② 企業の成長（例：コスト競争力の向上、海外市場の獲得）につながる今後の方針を策定すること。

③ 必要な人材の確保に向けた取組（例：継続的な賃上げ）を進めること。

（2） 低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等に関する要件

• 石炭・石油等からガス等のより低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業又は、継続して化石燃料を使用する事業を実施する補助対象事業
者に対しては、以下のコミットメントを求める。

＜コミットメント内容＞
• 将来的な化石燃料へのロックイン（利用の固定化）を回避するため、水素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネルギーの社会実装局面に

おいて、水素・アンモニアの利用や合成メタンの追加的な導入など、非化石エネルギーへの転換に向けた取組を行うことを検討し、技術的かつ
経済的に可能な範囲内でそれを実施すること。 ⇒公表するフォーマットにて、その意思を表明すること。
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６. 事業支援制度 （支援策④）
経済産業省 令和5年度補正予算 省エネルギー設備への更新を促進するための補助金

【省エネルギー投資促進支援事業費補助金】

概要
• 産業・業務部門における省エネ性能の高いユーティリティ設備、生産設備等への更新に係る費用の一部を支援
• 補助対象設備の制約が少ない

公募期間 • 1次公募は2024/4/22で終了、2次公募を2024年5月下旬～6月下旬に予定。（例年 5月中旬～6月末が多い）

ＵＲＬ
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/government/data/package_r5_231110.pdf (省エネ補助金)

https://syouenehojyokin.sii.or.jp/34business/
https://sii.or.jp/setsubi05r/uploads/r5h_st_01_kouboyouryou.pdf (執行団体公募要領)

事業区分 事業要件 補助率 補助上限

（Ⅲ）設備単位型

• あらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録および
公表した指定設備の導入を支援

• 指定設備の設備区分は、以下の通り

1/3 1 億円

注 1） （Ⅲ）設備単位型に加えて、（Ⅳ）エネルギー需要最適化型（エネマネ事業者等と共同で作成した計画に基づくEMS制御や高効率設備の導入、運用改善による省エネ
取組を支援）も申請可能。

2） 省エネ法特定事業者（エネルギー使用量 1,500kl/年以上）が申請する際は、省エネ法定期報告情報の開示制度へ参加宣言していることを要件とする。

＜ユーティリティ設備＞
①高効率空調
②産業ヒートポンプ
③業務用給湯器
④高性能ボイラ
⑤高効率コージェネレーション

⑥低炭素工業炉
⑦変圧器
⑧冷凍冷蔵設備
⑨産業用モータ
⑩制御機能付きＬＥＤ照明器具

＜生産設備＞
①工作機械
②プラスチック加工機械
③プレス機械

④印刷機械
⑤ダイカストマシン
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６. 事業支援制度 （支援策⑤）
環境省 令和5年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金

【商用車の電動化促進事業（トラック）】

概要
• 貨物自動車運送事業者等が電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、燃料電池自動車（FCV）であって、一

定の型式により継続的に製造し市場で販売予定のトラック等を導入する事業に要する経費の一部を支援

対象者

(1) 貨物自動車運送事業者
(2) 自家用商用車（トラック等）を業務に使用する者 （車両総重量 ２.５ トン超の車両に限る。）
(3) 商用車（トラック等）の貸渡しを業とする者 （(1)、(2)、(4)に貸渡しする者に限る。）
(4) 地方公共団体、(5) その他大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者
※ (4) を除く者のうち、令和2年度ＣＯ2排出量が 20 万ｔ以上の者については、ＣＯ2排出削減のための取組の実施について表明する者に限る 。

なお、GXリーグに参加する者については、ＣＯ2排出削減のための取組を実施する者とみなす。

補助対象

• 補助金の交付対象となるのは、予め環境省の事前登録を受けたトラック（BEV、PHEV、FCV）で、以下の新車車両が対象
① 車両総重量２.５トン超の車両（事業用、自家用）
② 車両総重量２.５トン以下の車両（事業用のみ）

• 電動車（トラック）の導入に伴う充電設備の導入についても、令和5年度補正予算から補助あり

公募期間 • 令和５年度補正予算は、2024/3/8～2025/1/31

ＵＲＬ https://www.levo.or.jp/subsidy/hoseiyosan/

車両区分 補助率 補助上限

電気自動車（BEV）
標準的燃費水準車との

差額の2/3

車両価格から他の寄付金、地方公共団体

の補助金を引いた金額（A）と基準額（B）を

比較し、低い方が補助金交付申請額

※基準額：同規模かつ同等仕様の最新の燃

費基準に適合したディーゼル自動車の価格と

車両価格の差額に補助率を掛けたもの

※事前登録された補助対象車両別に基準額

を補助金案内HPにて公開中

プラグインハイブリッド
自動車（PHEV）

標準的燃費水準車との
差額の1/2

燃料電池自動車
（FCV）

標準的燃費水準車との
差額の3/4

注）申請できるのは、国で定める目標等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者。
審査においては、申請者が使用するトラック等の2030年度に非化石エネルギー自動車の使用割合が5％以上であることを確認する。

補助金交付申請額について

出典）「商用車の電動化促進事業（トラック） リーフレット」
（一般財団法人 環境優良車普及機構 https://www.le
vo.or.jp/fukyu/evhojo/2023/pdf/leaflet.pdf）
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６. 事業支援制度 （支援策⑥）
環境省 令和5年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

【環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業】

概要
• トラック・バス所有事業者が一定の燃費改善効果又は二酸化炭素排出削減効果を有する環境配慮型先進トラック・バスを導入

する事業に要する経費を補助

対象者
① トラック・バスを事業の用に供する者
② トラック・バスの貸渡し（リース）を業とする者（①に貸渡す者に限る）

補助対象

• 事業者が次に掲げるトラック又はバスであって継続的に製造され市場で販売予定のもの及び充電設備を導入する事業が対象
① ハイブリッド（HV）、天然ガス（NGV）トラック：自家用・営業用事業者
② ハイブリッド（HV）、天然ガス（NGV）、電気（ＥＶ）、プラグインハイブリッド（ＰＨＶ）バス：自家用・営業用事業者
③ 充電設備を導入する事業（導入車両と一体的に申請する場合に限る）
※補助対象車両は、補助金案内HPに掲載する事前登録情報に記載された車名、型式等に該当する車両とする

公募期間 • 令和５年度は、2023/6/20～2023/10/8（予算額到達のため早期終了、令和６年度も継続予定、現在、準備中）

ＵＲＬ
https://ataj.or.jp/efv-f_truckbus_r5/ （令和5年度）

https://www.heco-hojo.jp/ （令和6年度 執行団体HP 準備中）

https://www.env.go.jp/content/000156484.pdf (環境省 令和６年度概算要求 事業概要）

車両・事業区分 補助率 補助上限

トラック (HV、NGV)
標準的燃費水準車との

差額の1/2

車両価格から他の寄付金、地方公共団体

の補助金を引いた金額（A）と基準額（B）を

比較し、低い方が補助金交付申請額

※基準額：同規模かつ同等仕様の2015 年度

燃費基準適合ディーゼル自動車の価格と車両

価格の差額に補助率を掛けたもの

※事前登録された補助対象車両別に基準額を

補助金案内HPにて公開中

バス（EV、ＰＨＶ）
標準的燃費水準車との

差額の2/3

バス (HV、NGV)
標準的燃費水準車との

差額の1/2

充電設備
（工事費 + 設備費）

1/2
但し、充電設備工事額は充電設備(機器額)
を上限とする

補助対象車両について

出典） 「環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業
補助金パンフレット」（公益財団法人日本自動車輸
送技術協会 https://ataj.or.jp/efv-f_truckbus_r5/w
p-content/user-data/doc/2023_leaflet.pdf ）



参考：

令和 5年度

廃車要件

詳細

• 平成25年度以前初度登録の事業用トラックであること

• 使用者名が新車登録する車両の所有者名（リースの場合は使用者名）と同一であること

• 導入する車両と同じ車型区分以上であること（右の表を参照）

• 廃車するまで過去1年、継続して原則自社で事業用トラックとして使用していたもの

• 廃車日の6カ月前の期日における自動車検査証が有効であり、一定距離の走行をしていること
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６. 事業支援制度 （支援策⑦）
環境省 令和6年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

【低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業】

概要
• 低炭素型ディーゼルトラックを導入し、エコドライブを含む燃費改善の取り組みを継続的に実施・改善する体制を構築することに

より、二酸化炭素の排出削減を図り、地球環境保全に資することを目的とした補助事業

対象者
① トラック運送事業者（中小事業者（資本金３億円又は従業員数３００人以下）に限る。）
② トラック運送事業者（中小事業者）に車両をリースする事業者

補助対象
• 車両総重量３.５ｔ超の事業用車両（緑ナンバー）
• 新車で2024/4/1から2025/1/31までに新車新規登録された車両
• 2015年度重量車燃費基準を大型車は＋5％以上、中型車及び小型車は＋10％以上達成した車両

公募期間 • 令和6年度は、5月末～2025/1/31を予定

ＵＲＬ
https://www.levo.or.jp/subsidy/diesel/
https://www.env.go.jp/content/000156383.pdf (環境省 令和６年度概算要求 事業概要）

ディーゼルトラック
車両区分

2015年度
燃費基準

排出ガス規制
識別記号

補助上限
備考

廃車有 廃車無

大型 （12ｔ 超）
+ 10％以上 ２ＲＧ ・ ２ＴＧ 75万円 50万円

申請台数 ： 1事業者4台
（予定）

2025年度重量車燃費基準
適合車は、＋5万円

+ 5％以上 ２PG 50万円 37.5万円

中型 （7.5ｔ 超 ～12ｔ 以下） + 10％以上 ２ＲＧ ・ ２ＴＧ 42万円 28万円

小型 （3.5ｔ 超 ～ 7.5ｔ 以下） + 10％以上 ２ＲＧ ・ ２ＴＧ 15万円 10万円

廃車要件
• 2024/4/1～2025/1/31の間に廃車（スクラップ処理) され、直近まで稼働していた車両

※廃車車両の要件詳細については今後ホームページにて案内予定

廃車車両 導入車両

大型 大型、中型、小型

中型 中型、小型

小型 小型
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６. 事業支援制度 （支援策⑧）
環境省 令和5年度補正予算 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

【建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 サステナブル倉庫モデル促進事業】

概要
• 倉庫業者が、営業倉庫内作業の省CO2化・省人化に資する機器（無人フォークリフト・無人搬送車・自動化倉庫設備等）と自家

消費型の再生可能エネルギー発電設備（太陽光発電設備等）を同時導入する事業を支援

公募期間
• 令和5年度補正予算では、1次公募 2024/3/25～2024/5/10、2次公募 2024年6月～7月を予定
• 応募状況に応じて2次以降の追加公募の実施を検討予定

ＵＲＬ
https://www.heco-hojo.jp/yR05/souko/index.html
https://www.env.go.jp/content/000171413.pdf (環境省 令和5年度補正予算 概算要求 事業概要)

対象となる
事業の
要件

① 倉庫業者（倉庫業法に基づき、倉庫業の登録を受けている者）が、営業倉庫内作業の省CO2化・省人化に資する機器（無人
フォークリフト・無人搬送車・自動化倉庫設備等）と自家消費型の再生可能エネルギー発電設備（太陽光発電設備等）を同時
導入する事業を対象とする。

② エネルギー消費量が従来型の機器を使用した場合よりも削減される、ないし省人化の付随効果で営業倉庫内の照明・空調等
のエネルギー消費量が削減される等で、総合的に省CO2化がなされ、さらに、再エネ設備を導入することにより倉庫全体とし
てCO2排出量の大幅削減が図られる事業であること。

③ 再エネ設備の導入については、発電する電力を当該施設において消費する場合に限り対象とし、再エネ設備のみを導入する
事業については対象として認められない。一方、既に再エネ設備を備えている場合、発電する電力を当該施設において消費
する場合に限り、省CO2化・省人化に資する機器のみを導入する事業について対象とする。

④ 電力使用の平準化や災害対応力の向上を目的として蓄電池を設置する場合は、蓄電池の導入についても補助対象とする。
ただし、再エネ設備との同時導入又は既に再エネ設備を備えている場合であって、蓄電池への電力供給は再エネ設備からな
され、かつ、省CO2化・省人化に資する機器との同時導入の場合に限る。

⑤ 補助事業の実施期間が１年を超える事業についても、初年度に何らかの出来高を伴わない事業については、対象として認め
られない。

補助率 補助上限

1/2 1億円※

※削減量の補助金額に対する費用対効果を求める式から算定したCO2 1ｔあたりの削減コストが 80,000 [円/t- CO2] を
超える場合、 80,000 [円/t- CO2] × 総CO2削減量[t- CO2] から求めた額を補助上限とする。

【 CO2 削減コスト算定式】
CO2 削減コスト[円/t- CO2] ＝ 補助予定金額[円]÷｛設備毎の（年間CO2削減量[t- CO2 /年] × 耐用年数[年]）の累計値｝
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６. 事業支援制度 （支援策⑨）
環境省 令和5年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金

【業務用建築物の脱炭素改修加速化事業(脱炭素ビルリノベ事業)】
概要 • オフィスビルや商業ビル等の既存の業務用建築物の断熱改修や高効率空調・制御機能付きLED照明器具への更新を支援

公募期間 • 令和5年度補正予算では、2024/3/29 ～ 2024/11/29

ＵＲＬ https://bl-renos.jp/

補助対象
補助金額 算出方法

【 補助単価 （性能区分等に基づく定額）× 導入量 】
補助上限

外
皮

断熱材 1,500 ～ 3,200 円/㎡ × 施行面積［㎡］

1事業当たり10億円

• 建築基準法で定める一の建築物の単位を１事業とする

• 1事業者あたりの申請件数の上限は5件

• 最大3年間、年度の切れ目なく事業の実施が可能

断熱窓 14,000 ～ 47,000 円/㎡ × 窓面積［㎡］

設
備

高効率空調 12,000 ～ 29,000 円/kW × 設備能力[kW]

制御機能付きLED照明器具 12,000 ～ 26,000 円/台 ×導入台数［台］

ＢＥＭＳ
100万 ～ 1,400 万円/台 [延べ床面積区分毎に定める金額]

※ ただし、上記金額がBEMS費用の1/3を超える場合は、1/3とする。

事
業
要
件

（1） 環境性能

① 改修後の建物の外皮性能を、BPI 1.0以下にする (改修前に既に1.0以下の場合は必須ではない)
② 一次エネルギー消費量について、改修前のBPIが1.0超の場合[改修前のBPIが1.0以下の場合]、

改修後の一次エネルギー消費量が30％[40％]※1又は40％[50％]※2以上削減される事業であること。
（ただし、改修前に一次エネルギー消費量が上記以上削減される設計の建築物は補助対象外）

※1：ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会所等 ※2：事務所等・学校等

（2） 外皮の高断熱化及び
高効率設備の導入

• 「断熱窓」、「断熱材」、「高効率空調」、「制御機能付きLED照明器具」を導入すること。
• 改修前のBPIが1.0超の場合、必ず「断熱窓」・「断熱材」のうち少なくともいずれか一方を導入すること。

（3） エネルギー利用 エネルギー管理システム（BEMS）を導入し、設備区分毎に計測・計量を行い、分析評価できること。

（4） 環境性能の表示 建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）において、省エネルギー性能評価の認証を取得すること。

（5） その他 導入設備や工事内容等の情報開示、エネルギー管理体制の構築、新耐震基準の耐震性を満たすこと。
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６. 事業支援制度 （支援策⑩）
環境省 令和6年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

【コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業】

概要
• エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出抑制のため、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、

食品小売店舗におけるショーケースその他の脱炭素型自然冷媒機器を導入する事業に要する経費の一部を補助

公募期間 • 令和6年度は、2024/4/18 ～ 2024/5/24

ＵＲＬ https://www.jreco.or.jp/koubo_env.html

区分 補助率 補助上限

冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場 大企業・中小企業 ： 1/3 （先進的な中小企業※ ： 1/2）

5 億円
食品小売店舗のうち、

コンビニエンスストア以外

新店舗 大企業・中小企業 ： 1/3 （先進的な中小企業※ ： 1/2）

更新店舗
大企業・中小企業 ： [工事費以外] 1/3 [工事費] 1/2 
（先進的な中小企業※ ：[工事費・工事費以外] 1/2）

食品小売店舗のうち、コンビニエンスストア 大企業・中小企業 ： 1/3 （先進的な中小企業※ ： 1/2） 2.5 億円
※先進的な中小企業とは、中小企業のうち、「大企業に求める条件」に合致し、かつ、補助対象事業（中小企業に限る）の採択案件の審査時得点順の上位10%以内の事業者。

大企業に求める条件

必須項目 評価項目 （1つ以上を満たすこと）

【冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場】
• 自社の主要冷凍冷蔵機器のうち、今後新規

導入する機器の100%を自然冷媒機器にする
こと。

【再エネ活用の取組】

① 再エネ発電設備の導入 （自家消費用）

② 再エネ電力の購入
（小売電気事業者等が提供する「再エネ電力メニュー」を購入）

※①+②（①、②どちらかだけでも可）で当該事業所の消費電力の
5%以上を賄っていること。

③ 再エネ活用の先進的な取組の実施
（デマンドレスポンスの導入、蓄電池導入）

④ 再エネ推進の宣言 （再エネ100宣言、RE100 等）

【高水準の省エネに対する取組】

⑤冷凍機の廃熱利用
（冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場）

⑥設備の断熱・遮熱性向上
（冷凍冷蔵倉庫）

⑦扉付きショーケースの導入
（食品小売店舗）

【食品小売店舗】
• 新店舗および冷凍機更新を伴う全面改装店

舗の店舗数の50%以上に自然冷媒機器を導
入すること。

※店舗あたりの自然冷媒機器導入割合は不問。
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６. 事業支援制度 （支援策⑪）
岐阜県 令和6年度 太陽光発電設備等設置補助金

【岐阜県太陽光発電設備等設置事業者補助金】

概要
• 脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの活用促進を図るため、事業者が太陽光発電設備等を導入するために必要な

経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付

対象者

• 以下の条件を満たす、県内の自らが事業を営む建物を有する事務所又は事業所に補助対象設備を設置する者

➢ 補助対象設備について、 国や地方自治体からから他の補助金等の交付を受けないこと

➢ 設備設置によって得られる環境価値（温室効果ガス削減による価値） を 、需要家に帰属させること

➢法定耐用年数を経過するまで、交付対象事業による温室効果ガス排出削減効果をＪ－クレジット制度へ登録しないこと

➢ 補助金交付決定後に事業に着手※し、2025/2/28までに事業を完了させ 、県に完了実績報告書を提出できること
※2024/4/1以降で、早期着手の必要性が認められるものについては、交付決定日以前でも対象となる可能性あり、事前に県担当者に要相談

➢法令やガイドラインを遵守すること、県税の滞納がないこと

補助対象
• 太陽光発電設備
• 蓄電池（太陽光発電設備の付帯設備として設置する場合のみ、蓄電池のみ設置は補助対象外）

公募期間 • 2024/4/5～2024/12/27 （予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付終了）

ＵＲＬ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/287442.html

補助対象設備 補助要件 補助金額 （工事費込）

太陽光
発電設備

太陽光発電設備
のみ

• 商用化され、
導入実績があり、
中古・リース
設備でないこと

• 建物の屋根等に設置
（敷地内カーポートも対象、野立ては対象外）

• ＦＩＴ制度又はＦＩＰ制度 を利用しないこと、自己託送も不可

• 発電した電力の50％を事業活動により自家消費 すること
（余剰電力が生じた場合には、売電等することも可とする）

5万円/ｋW （上限 30ｋW）

【最大 150万円】

5万円/ｋW （上限 60ｋW）

【最大 300万円】
蓄電池を
同時設置

蓄電池

産業用蓄電池
(4,800Ah ・セル以上)

• 平時の充放電を前提とした設備とし、
非常用予備電源でないこと

• 定置用であること

• 太陽光発電設備の付帯設備である
こと

蓄電池価格 (工事費込・税抜) が
19 万円/kWh以下

最大6万3千円/kWh
（上限 20kWh）

【最大 126万円】

家庭用蓄電池
(4,800Ah ・セル未満)

蓄電池価格 (工事費込・税抜)が
15．5 万円/kWh以下

最大5万1千円/kWh
（上限 20kWh）

【最大 102万円】
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６. 事業支援制度 （支援策⑫）
岐阜県 令和5年度12月補正予算

【岐阜県中小企業等脱炭素化促進支援事業費補助金】
概要 • 省エネ診断・支援を踏まえた効果的な省エネ設備導入や、初期費用ゼロ（PPA）での自家消費型太陽光発電設備等の導入支援

公募期間 • 2024/3/28～2024/4/26

ＵＲＬ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/354963.html

事業区分 補助対象者 補助率・補助金額 補助上限

省エネ設備導入
事業

• 省エネルギー診断の結果に基づき、省エネ設備の
新規導入・更新を行う県内の中小企業等

<対象となる省エネルギー 診断>
➢ （一財）省エネルギーセンター「省エネ最適化診断」
➢ （一財）環境共創イニシアチブ「地域プラットフォーム構築事業

（省エネお助け隊）」
➢ （一財）環境共創イニシアチブ「省エネルギー診断拡充事業」
➢ （一財）岐阜県公衆衛生検査センター「省エ ネ地 域プラット

フォーム強化支援事業」

1/3 1,000万円

再エネ設備導入
事業

• 県内に所在する施設等に、初期費用ゼロで整備する
オンサイトPPAモデル※1またはリースモデル※2により
太陽光発電設備及び定置用蓄電池を導入する事業者

※1 オンサイトPPAモデル：
発電事業者が、需要家（消費者）の敷地内に太陽光
発電設備を発電事業者の費用により設置し、所有・
維持管理等をした上で、発電設備から発電された
電気を需要家に供給する仕組みのこと。

※2 リースモデル：
リース事業者が需要家の敷地内に太陽光発電設備を
設置し、維持管理等を行う代わりに、需要家がリース
事業者に対して月々のリース料金を支払う仕組みの
こと。

太陽光発電設備：

発電出力(ｋW) × 2.5 万円※

定置用蓄電池
（業務・産業用 4,800Ah以上）：

蓄電容量(ｋWh) × 2.65万円※

定置用蓄電池
（家庭用 4,800Ah未満）：

蓄電容量(ｋWh) × 2.35万円※

※補助対象経費から国補助の額を控除した額に1/2を乗じて得た額と、
上記により算出された額の合計とを比較して少ない方の額

1,000万円
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６. 事業支援制度 （支援策⑬）
岐阜県 令和6年度 太陽光発電設備等共同購入事業費

【事業者向け太陽光パネル共同購入キャンペーン 「みんなの会社に太陽光」 】

概要

• 太陽光発電設備及び蓄電池の購入希望者を募り、一定量の需要をまとめることで価格低減を図り、事業者の再エネ関係設備
導入の検討機会を提供

• 県と協定を締結した事業実施者（アイチューザー株式会社）が、太陽光パネル共同購入キャンペーン「みんなの会社に太陽光」
の参加者を募集

• 太陽光パネル等の設置を希望する事業者が集まって生まれる購買力を活かした購入の仕組み

• 施工事業者は、審査を通過し、入札で最も安い価格を提示した事業者に決定される

対象者 • 県内に事業所を有する方

募集期間 • 2024/4/9～2024/9/6

購入
プラン

• 太陽光発電システム（10kW 以上 2,000kW 未満）
※蓄電池システム、EV充電器、屋根補強修繕、V2B、ソーラーカーポートのオプションを選択可能

ＵＲＬ
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/299452.html （岐阜県HP）

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/299452.html （参加登録サイト）

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/399345.pdf (チラシ)

➢ 参加登録は無料。

➢ 専用ウェブサイトから登録すると、
太陽光パネルを設置した場合の
投資回収年数、コスト削減効果等
が確認できる。

➢ 最終見積りを確認し、購入を判断
する。

➢ 参加登録しても購入義務はない。

出典） 事業者向け太陽光パネル共同購入キャンペーン 「みんなの会社に太陽光」 チラシ （岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/399345.pdf ）
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６. 事業支援制度 （支援策⑭）
岐阜県 令和6年度 第3期 清流の国ぎふ森林・環境基金事業

【木質バイオマス利用施設導入促進事業費補助金】

概要
• 公共施設や多くの県民が利用する商業施設等への木質資源利用ボイラー、木質ペレッ トスト ーブ、薪ストーブ等の導入に

要する経費の一部を支援

対象者
• 市町村、学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、民間事業者（多くの県民の利用が十分見込まれる商業・観光・

レジャー事業等を営む者に限る） ※民間事業者の内､ボイラー・ストーブの販売店は事業主体として認めない

要件

• 使用する燃料、岐阜県内の森林から生産された木材を原料として加工・製造された木質燃料（薪、チップ、ペレット等）に限る

• 木質ペレット・薪ストーブの導入に当たっては、岐阜県内で製造された製品の導入に努める

• 事業実施後3年間は、木質燃料の使用量を毎年度報告する

ＵＲＬ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/340823.html

補助対象 補助率 補助上限

木質資源利用ボイラー
（熱電併給設備を含む）

1/2 2,500万円/施設

薪ストーブ
木質ペレットストーブ 1/2 50万円/台

多くの県民の利用が十分に見込まれる商業・観光・レジャー施設の要件

県民の利用が十分に見込まれる商業・観光・レジャー施設とは、一般
消費者を対象とする共有空間であって、不特定多数の人が制限なく
出入りできる施設。

以下、要件を満たす施設とする。

① 導入する木質資源利用ボイラー、木質ペレット・薪ストーブの年間
稼働予定日数について以下のどちらかを満たすこと

(1) 通年稼働の場合 200日以上
(2) 冬期のみ稼働の場合は100日以上

② 年間来訪・利用者数が延べ3,000人以上

対象 ： ホテルのロビー、販売店のショールーム、飲食店など

非対象 ： ホテルの客室、卸売店舗、関係者のみが出入りする事務所など 令和4年度導入実績

温浴施設 （各務原市） 薪ストーブ 1台

老人ホーム （郡上市） 薪ストーブ・ペレットストーブ 各1台

飲食店 （八百津町） ペレットストーブ 2台

小学校 （高山市） ペレットストーブ 49台

アウトドア用品店 （高山市） ペレットストーブ 1台

宿泊施設 （白川村） 薪ストーブ 1台

飲食店 （高山市） ペレットストーブ 1台

出典）令和4年度清流の国ぎふ森林・環境基金事業成果報告書 （岐阜県
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/377687.pdf ）を基に作成。
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６. 事業支援制度 （支援策⑮）
岐阜県 令和5年度12月補正予算

【岐阜県医療機関エネルギーコスト削減推進事業費補助金】

概要
• 燃料価格の高騰により、医療機関の円滑な運営に支障が生じないよう、省エネルギー設備（空調・換気設備や照明設備な

どで省エネ性能に関する基準を満たすもの）へ更新するための支援を実施

対象者 • 県内病院及び有床診療所の開設者

公募期間 • 2024/4/1～2024/9/30 ※予算上限に達し次第、受付終了

ＵＲＬ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/254073.html

施設区分 補助上限

病院 300 万円

有床診療所 30 万円

※エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく省エネ基準（トップランナー基準）がない場合は、エネルギーコスト削減効果が更新前の設備より高くなっていること。

※同一法人が病院等を複数運営している
場合も、補助対象は病院（有床診療所）
単位とする。運営法人が各病院分を、
とりまとめて申請することも可能。

対象設備 設備の種別 省エネルギーに関する基準等

① 空調・換気設備

業務用・一般用エアコン 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

換気装置（熱交換型） 熱交換率（全熱交換効率） 60％以上

温風暖房機・ジェットヒーター 最大効率 85％以上

② LED照明設備

業務用・一般用ＬＥＤ照明器具
（人感センサー付きのものを含む）

※既存設備を新たにＬＥＤ照明設備へ更新 する
場合に限る。単なる電球等の交換は含まない。

現行の省エネ基準達成率 100％以上※

③ 冷蔵・冷凍設備 業務用・一般用冷蔵・冷凍庫 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

④ 恒温設備

チラー（冷却水循環装置） 定格冷暖房能力（kW）/ 定格消費電力（kW）2.0 以上

一般・業務用ヒートポンプ式給湯器 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

高性能ボイラ ボイラ効率90％以上

⑤ 熱電併給設備 高効率コージェネレーション 総合効率75％以上又は発電効率30％以上

⑥ 電気制御設備 変圧器・産業用モータ 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

⑦ 窓 複層ガラス、真空ガラス及びサッシ 熱貫流率2.33（W/m²・K）以下

補助率

1/2
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６. 事業支援制度 （支援策⑯）
岐阜県 令和5年度12月補正予算

【岐阜県高齢福祉施設エネルギーコスト削減推進事業費補助金】

概要
• 燃料価格の高騰により、高齢福祉施設の円滑な運営に支障が生じないよう、省エネルギー設備（空調・換気設備や照明設

備などで省エネ性能に関する基準を満たすもの）へ更新するための支援を実施

対象者
• 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム

（認知症対応型共同生活介護）の運営者

公募期間 • 2024/4/1～2024/9/30 ※予算上限に達し次第、受付終了

ＵＲＬ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/255169.html

施設区分 補助上限

特別養護老人ホーム
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院

200 万円

認知症高齢者
グループホーム
（認知症対応型
共同生活介護）

100 万円

対象設備 設備の種別 省エネルギーに関する基準等

① 空調・換気設備

業務用・一般用エアコン 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

換気装置（熱交換型） 熱交換率（全熱交換効率） 60％以上

温風暖房機・ジェットヒーター 最大効率 85％以上

② LED照明設備

業務用・一般用ＬＥＤ照明器具
（人感センサー付きのものを含む）

※既存設備を新たにＬＥＤ照明設備へ更新 する
場合に限る。単なる電球等の交換は含まない。

現行の省エネ基準達成率 100％以上※

③ 冷蔵・冷凍設備 業務用・一般用冷蔵・冷凍庫 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

④ 恒温設備

チラー（冷却水循環装置） 定格冷暖房能力（kW）/ 定格消費電力（kW）2.0 以上

一般・業務用ヒートポンプ式給湯器 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

高性能ボイラ ボイラ効率90％以上

⑤ 熱電併給設備 高効率コージェネレーション 総合効率75％以上又は発電効率30％以上

⑥ 電気制御設備 変圧器・産業用モータ 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

⑦ 窓 複層ガラス、真空ガラス及びサッシ 熱貫流率2.33（W/m²・K）以下

※エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく省エネ基準（トップランナー基準）がない場合は、エネルギーコスト削減効果が更新前の設備より高くなっていること。

※申請は1法人につき、施設区分ごとに
それぞれ1回に限り行うことができる。
同一施設区分で補助事業を実施する
事業所等が複数所在する場合は法人
単位で複数事業所分をとりまとめて申請
すること。

補助率

1/2
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６. 事業支援制度 （支援策⑰）
岐阜県 令和5年度12月補正予算

【岐阜県障がい福祉施設エネルギーコスト削減推進事業費補助金】

概要
• 燃料価格の高騰により、障がい福祉施設の円滑な運営に支障が生じないよう、省エネルギー設備（空調・換気設備や照明

設備などで省エネ性能に関する基準を満たすもの）へ更新するための支援を実施

対象者
• 障害者支援施設、障害児入所施設、共同生活援助の運営法人

（地方公共団体、地方独立行政法人及び独立行政法人を除く）

公募期間 • 2024/4/1～2024/9/30 ※予算上限に達し次第、受付終了

ＵＲＬ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/251735.html

※エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく省エネ基準（トップランナー基準）がない場合は、エネルギーコスト削減効果が更新前の設備より高くなっていること。

対象設備 設備の種別 省エネルギーに関する基準等

① 空調・換気設備

業務用・一般用エアコン 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

換気装置（熱交換型） 熱交換率（全熱交換効率） 60％以上

温風暖房機・ジェットヒーター 最大効率 85％以上

② LED照明設備

業務用・一般用ＬＥＤ照明器具
（人感センサー付きのものを含む）

※既存設備を新たにＬＥＤ照明設備へ更新 する
場合に限る。単なる電球等の交換は含まない。

現行の省エネ基準達成率 100％以上※

③ 冷蔵・冷凍設備 業務用・一般用冷蔵・冷凍庫 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

④ 恒温設備

チラー（冷却水循環装置） 定格冷暖房能力（kW）/ 定格消費電力（kW）2.0 以上

一般・業務用ヒートポンプ式給湯器 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

高性能ボイラ ボイラ効率90％以上

⑤ 熱電併給設備 高効率コージェネレーション 総合効率75％以上又は発電効率30％以上

⑥ 電気制御設備 変圧器・産業用モータ 現行の省エネ基準達成率 100％以上※

⑦ 窓 複層ガラス、真空ガラス及びサッシ 熱貫流率2.33（W/m²・K）以下

施設区分 補助上限

障害者支援施設 200 万円

障害児入所施設 200 万円

共同生活援助事業所 100 万円

補助率

1/2

※申請は運営者の単位ごと（１法人ごと）
とする。施設区分ごとにそれぞれ申請可。
同一施設区分で補助事業を実施する
事業所等が複数所在する場合は法人
単位で複数事業所分をとりまとめて申請
すること。
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６. 事業支援制度 （支援策⑱）
経済産業省 令和6年度
クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

【商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業 （目的地充電）】

概要
• 「商業施設」や「宿泊施設」等、電気自動車等の利便性向上の観点から特に有効と考えられる施設における目的地充電の

ための充電設備設置事業を補助

公募期間 • 第1期 2024/5/17～2024/6/17 第2期 2024/8～予定

補助率 • 充電設備 ： 1/2 以内 （急速充電設備[50kW以上90kW未満] ・ 普通充電設備 [10kW未満]の場合） 工事費 ： 定額

補助上限 • 充電設備 ： 各機器の型式ごとに上限あり 工事費 ： 工事区分、工事項目ごとに上限あり

ＵＲＬ https://www.cev-pc.or.jp/#no02

岐阜県 令和6年度

【目的地充電インフラ設備整備事業費補助金】
概要 • 商業施設や宿泊施設等における電気自動車等の充電設備の導入経費を支援

対象者

• 国補助金※1の交付が決定しており、県内の商業施設及び宿泊施設等の利用者が使
用する駐車場※2に充電設備を整備する事業者

※1：「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」

※2：岐阜県内に敷地を有する次に掲げる施設の利用者が使用する駐車場
商業施設、宿泊施設、観光施設、遊戯施設、公共施設、飲食施設、時間貸駐車場等

公募期間 • 2024/4/30～2025/1/17

対象経費 • 国補助金の交付対象となっている充電設備の設備購入費

対象
充電設備

• 急速充電設備（蓄電池付急速充電設備を含む） [50kW以上90kW未満]

• 普通充電設備 [10kW未満]

補助率 • 国補助金の交付額のうち、充電設備の設備購入額の1/2以内の額

ＵＲＬ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/308841.html

補助金活用イメージ図

出典） 「岐阜県目的地充電インフラ設備整備

事業費補助金チラシ」（岐阜県
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/
attachment/398102.pdf ）
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６. 事業支援制度 （支援策⑲）

【岐阜県脱炭素相談窓口 省エネ診断・省エネ支援】
https://gifu-datsutanso.jp/support
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【カーボンニュートラル投資促進税制】
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cn_zeisei.html

➢ 脱炭素化効果が高い製品やエネルギー消費量の削減となる設備投資に対して、特別償却50%
または最大14%の税額控除が可能な税制。

➢ 補助金と併用も可能で、税制の適用を受けることができれば大きな恩恵を受けることができる。

➢ 適用期限は、2026年3月31日までに計画の認定を受け、認定日から3年を経過する日まで。

【岐阜県中小企業資金融資制度】
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2522.html

➢ 県内の中小企業者を対象として、経営の活性化、安定のために必要な事業資金を円滑に調
達していただくため、岐阜県中小企業資金融資制度（県制度融資）を設けている。
県制度融資は、県・金融機関・県信用保証協会が協力し、金融機関を通じて融資を行う。

➢ 令和6年4月1日より、次の資金の変更・拡充を行っている。

• 「SDGs推進資金」について、「ぎふSDGs推進パートナー登録制度」の登録事業者を融資対
象者に追加。（※「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワーク登録事業者は融資対象者から削除）

• 「経済変動対策資金」及び「返済ゆったり資金」の要件を緩和（令和6年度末まで）。

• 「伴走支援型借換資金」の取扱期限を、「令和6年6月30日までに県信用保証協会が保証
申込を受付したもの、かつ、令和7年3月31日までに金融機関が融資実行したもの」へ延長。

６. 事業支援制度 （支援策⑳）
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６. 事業支援制度

6.3 補助金等の支援策の調べ方
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６. 事業支援制度

（https://sii.or.jp/）



７. 参考情報

7.1 再エネの導入方法について

7.2 クレジット制度の活用
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７. 参考情報

選択肢 概要 今後の動向 長所 短所

小売電気事業者

から購入

（再エネ電力

メニュー）

小売電気事業者が

提供する再生可能

エネルギー100％の

電力メニューにより

電気を購入する。

今後も、再エネ電

力メニューを提供

する小売電気事

業者は、増加する

見込みである。

‧ 購入契約のみで調達が可能な

ため、取引コストが相対的に低

い傾向にある。

‧ 小口でも調達可能である。

‧ 大口向けに、個別のプランを提

供する小売事業者もある。

‧ 電力購入先が切替わる。

‧ 複数地域にまたがる場合、拠点

ごとの検討が必要である。

‧ 契約会社の再エネ調達力に依存

するため、調達リスクがある。

自
家
発
電

オンサイト 自前で発電した電力を

自家消費する。

発電する場所により、

敷地内（オンサイト）と、

敷地外（オフサイト）が

ある。

FIT価格・発電コス

ト下落により増加

する見込みである。

‧ 対外アピール効果が高い。

‧ 理屈上は最も割安である。

‧ 設置場所確保が必要である。

‧ 稼働まで期間を要する。

‧ 継続的なメンテナンスが必要である。

オフサイト ‧ 工場敷地の地理的条件の

制約を受けない。

‧ 上記に加え、託送料等の費用が

必要である。

リース リース契約により

発電設備を設置し、

発電した電気を

自家消費する。

‧ 基本的に初期投資不要である。

‧ メンテナンス等の手間がない。

‧ 発電がない場合にも、

リース料を支払う必要がある。

PPAモデル

（Power Purchase 

Agreement（電力

販売契約）モデル）

設置事業者が、需要家

の建物等に太陽光発電

設備を設置・維持管理し、

発電した電力を需要家

へ供給（販売）する。

今後もさまざまな

サービス形態が

出現すると見込ま

れる。

‧ 基本的に初期投資不要である。

‧ メンテナンス等の手間がない。

‧ 太陽光発電電力を使用できる。

‧ 工事期間の対応などの負担がある。

‧ 太陽光以外の電力供給についても、

当該電力会社との契約を求めら

れる可能性がある。

7.1 再エネの導入方法
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７. 参考情報

選択肢 概要 今後の動向 長所 短所

クレ ジット制度

の活用

・証書化された環境価値を購

入して、CO２排出量を相殺

する。

・グリーンエネルギー証書、

非化石証書、Ｊ－クレジット

等がある。

・トラッキング付き証書、非

FIT非化石証書の追加によ

り、流通量が増加する見込

みである。

・価格変動があり、かつ、相

対的に調達コストが高い傾

向にある。

・複数拠点に再エネ化を一括

して実行できる。

・電力購入先の切替えなしに

再エネ価値の調達ができる。

・長期契約が不要であり、市

況に応じて購入判断できる。

・価格変動があり、かつ、

相対的に調達コストが

高い傾向にある。

7.2 クレジット制度の活用
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